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1.共同研究の経緯 

埼玉りそな産業経済振興財団では、埼玉県に

おける各種の経済効果について試算、発表を行

っている。こうした中、同財団より産業連関分

析の基礎的な理解や、算出方法の高度化などの

必要性から、埼玉大学経済学部に対し同分野で

の共同研究の申出があった。この申出を受け、

平成 20 年７月より、勉強会を開始し、同年 11
月に「埼玉県の経済、産業、環境等の諸分野に

ついて、産業連関分析を用いた調査・研究のた

めの手法の開発及び調査研究を行うこと」を目

的・内容とする共同研究を開始した。 
 この中で、初年度の具体的な研究テーマとし

て、埼玉県産業連関表を用いた、温室効果ガス 
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排出量の算出及び、他産業への波及分による同

ガスの排出量の算出を取り上げ、その研究成果

を本誌にも紹介した。 
その後、平成 21 年 12 月に埼玉県による「平

成 17 年埼玉県産業連関表」の公表に伴い、デ

フレータの作成を含め、経済波及効果の算出モ

デルの構築を行い、当モデルは財団の各種経済

効果算出に利用されている。 
 さらに、埼玉県の重点施策である観光振興に

ついて、埼玉県における観光消費額の推計およ

び観光消費による埼玉県への経済波及効果を

推計することを目的に、観光に係る経済効果算

出モデルの作成を共同で行った。以下では、こ

れについて報告する。 
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2. 観光経済効果算出モデル 

 観光消費額および経済効果の推計について

は、国土交通省観光庁による「観光消費動向調

査結果と経済効果の推計」により、全国におけ

る調査と推計結果が毎年公表されている。同調

査はアンケートにより国内における観光消費

額を推計するとともに、国の産業連関表を用い

て、経済波及効果を推計したものである。 
 本共同研究においては、国との比較性を勘案

して、あえて家計内生化モデルを採用せず、国

と同手法、通常の経済波及効果分析モデルを踏

襲しながら、埼玉県産業連関表を用いて、埼玉

県における観光消費の経済効果算出モデルの

適用を試みた。 
 具体的な作業としては、国が作成している観

光消費分析用の 62 分類産業連関表を埼玉県で

も作成することとした。埼玉県経済の特徴を考

慮しながら、埼玉県 190 分類産業連関表に基づ

き部門統合を行い、59 部門からなる観光消費分

析用の産業連関表を作成し、それを元に経済効

果算出モデルを作成した。 
 主な特徴としては、①観光消費分析用のモデ

ルであること、②観光中にかかわる飲食、購入

する土産物等については県産を仮定し自給率

を１とし、旅行に係る準備等の前後消費につい

ては、部門毎の自給率を乗じること、③二次波

及効果算出に当たっては、消費転換率として一

般には家計調査の勤労者平均消費性向が利用

されるが、当モデルでは、産業連関表、県民経

済計算を利用して、「消費転換率＝民間消費支

出／雇用者所得＋営業余剰＋県外からの所得

（純）」を用いること、④全国での観光関連消

費費目のうち埼玉県では極めて小さい、水産物、

水産加工品、飛行機などはそれに類する科目に

統合すること、⑤観光消費の類型を県内客日帰

り、県外客日帰り、県内客宿泊、県外客宿泊の

４類型に分類すること、などである。なお、県

内、県外の区分は在住地ベースである。 
 なお、本モデルは埼玉県における観光に係る 
 
 
 

経済効果の試算等に利用でき実際に県内での

イベント開催の経済効果の算出にも利用して

いる。 

3．埼玉県内における観光消費額の推計 

（１）類型による観光客数の分類 
埼玉県内の観光地に来遊する観光客数を県

内客日帰り、県外客日帰り、県内客宿泊、県外

客宿泊の４分類に分類する 
埼玉県観光課の「平成 21 年（暦年）入込観

光客「推計」調査」（以下、「入込観光客調査」

という）によると、平成 21 年中に埼玉県の観

光地に来遊した観光客数は 11,420 万人と推計

されている。 
日帰り、宿泊の別については、日帰り 6,446

万人（56.4％）、宿泊 192 万人（1.7％）、不明

4,782 万人（41.9％）である。不明を除いて、

再計算すると日帰り 97.1％、宿泊 2.9％となる。

また、観光庁の「宿泊旅行統計調査」（平成 21
年暦年）では埼玉県内の宿泊者数（延べ宿泊者

数）は 285 万人となっており、観光客全体に占

める比率は 2.5%と算出される。 
観光庁の「宿泊旅行統計調査」は実数調査で

あり、本稿では埼玉県における宿泊者数を「宿

泊旅行統計調査」により 285 万人、観光客数の

うち宿泊者の割合を 2.5％とした。この結果、

全体から宿泊者数を控除して、日帰り客は

11,135 万人、割合 97.5％、とした。 
なお、宿泊者うちの県内、県外については観

光庁の宿泊旅行統計より県内 26.8％、76万人、

県外 73.2％、209 万人とした。 
日帰り客の県内、県外については全体の入込

観光客数県内 5,021 万人、県外 1,617 万人、不

明 4,782 万人より、不明分を除いて再計算し、

県内客 75.6％、8,634万人、県外客 24.4％、2,786
万人とし、ここからそれぞれ宿泊客を控除して、

日帰りの県内客は 8,558 万人、県外客は 2,577
万人とした。以上をまとめると表 1 の通りとな

る。 
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県内 8,575

日帰り 県外 2,625

合計 11,200

県内 59

宿泊 県外 161

合計 220

県内観光客総計 11,420

表1. 平成21年埼玉県の分類別
観光客数（単位：万人）

 
なお、「宿泊旅行統計調査」の宿泊者数につ

いては、本稿で用いた延べ宿泊者数のほか、実

宿泊者数 220 万人も公表されている。入込観光

客調査の人数については、調査方法から延べ人

数の概念に近いと推察されることから、観光客

数の分類においては、延べ宿泊者数を使用した。

また、本稿の目的である観光消費額の推計にお

いては、実宿泊数を利用して調整している。 
（２）類型別一人当たり観光消費額の算出 
 埼玉県では平成 21 年に埼玉県内の主要観光

スポット 15 地点において、対面アンケート調

査（集計対象数 4,060）を行い、「埼玉県観光実

態調査」として公表している。この調査では、

上記４類型別に旅行費用を調査しており、これ

をもとに一人当たり消費金額を推計したもの

が表 2 である。 

総額 交通費 現地小遣い 宿泊費

県内 3,800 900 2,900 0

県外 4,122 900 3,222 0

県内 17,462 2,308 4,538 10,615

県外 19,360 2,308 6,808 10,245

日帰り

宿泊

表2．一人当たり消費金額 （単位：円）

 
 ここで、交通費は埼玉県内での移動分のみと

した。現地小遣いは「埼玉県内での飲食、買物、

娯楽費」である。また、県の調査では埼玉県外

について関東、関東外と区分しているが、本稿

ではこれを加重平均し県外としてまとめた。ま 
 
 

た、県調査の宿泊旅行費は旅行１回当たりの費

用であり、（１）で宿泊旅行者数について延べ

宿泊者数を使用しているが後に観光消費額算

出の際に旅行者数×一人当たり消費金額を使

用することを考慮し、ここでは延べ宿泊者数を

実宿泊者数で除した 1.3 で県調査の一人当たり

宿泊旅行費用を除して一人当たり消費金額と

した。 
（３）類型別観光消費額の算出 

まず、「入込観光客調査」より埼玉県内での

観光消費金額の合計を求める。同調査では消費

金額の総計を 1,069 億円として公表しているが、

これは、消費金額を公表している 54 市町村の

合計で、さいたま市など 16 市町については除

かれている（さいたま市など 16 市町について

は、観光客数は公表されているが、消費金額は

公表されていない）。    
このため、本稿では上記 54 市町村の一人当

たり消費金額 1,381 円に県全体の観光客数

11,420万人を乗じて 1,577億 1,020万円を埼玉

県における観光消費額合計とした。 
 ところで、（１）、（２）で算出した類型によ

る観光客数に一人当たり観光消費額を乗じて

観光消費額を算出すると、4,755 億円となり上

記 1,577 億円と大きく異なる。この理由として

は、「埼玉県観光実態調査」は主要観光地にお

ける調査であり、行事やイベント、軽い運動な

ども含む「入込観光客調査」とは調査地点、調

査方法が異なることにより「埼玉県観光実態調

査」ではいわゆる「観光」の範囲が小さくなり、

一人当たり消費金額が大きくなるためと考え

られる。 
 本稿においては、埼玉県内の観光消費額を以

下の手順で算出することとした。 
① 埼玉県内の観光消費額の総額を「入込観光

客調査」より算出した 1,577.1 億円とする。 
② 宿泊者の消費額合計は「埼玉県観光実態調

査」より算出した宿泊者の一人当たり消費

金額に「入込観光客調査」より算出した観

光客数を乗じて、県内宿泊者の消費金額を 
 
 



4 

133 億円、県外宿泊者 404 億円、宿泊者の

消費金額合計を 537 億円とする。 
③ 観光消費額の総額 1,577 億円より宿泊者の

消費金額合計 537 億円を控除した 1,040 億

円を日帰り客の消費金額合計とする。 
④ 県内日帰り客の中には、地元のまつり、イ

ベントや、軽い運動、リクリエーションな

どあまり消費を行わないものが含まれ、こ

れらを控除する必要がある。現状では合理

的な控除方法がみつからないが本稿では、

各種行事まつり客 2,862 万人、遊園地客（公

園来園者が主）1,481 万人、計 4,343 万人を

一旦、県内日帰り客から控除して、観光消

費を行う人数を県内日帰り客 4,215 万人、

県外日帰り客 2,577 万人とする。日帰りの

消費総額 1,040 億円を県内県外別の消費額

の多寡を調整した上、人数割合で按分した

結果、日帰りの県内客の消費総額は 625 億

円、県外客の消費総額は 415 億円と推計し

た。 
以上の手順に基づいて算出した観光消費額

は表 3 に示す。 

表3．類型別観光消費額 （単位：億円）

総額 交通費 現地小遣い 宿泊費

県内 625 148 477 0

県外 415 91 324 0

県内 133 18 34 81

県外 404 48 142 214

日帰り

宿泊

 
 

4. 観光消費による経済効果の算出 

（１）観光消費の購入商品への振り分け 
 埼玉県内における観光消費による経済効果

の算出を行う手順については、国土交通省観光

庁の「旅行・観光産業の経済効果に関する調査

研究」の推計手法に準じるものとした。同調査

研究ではアンケート調査等により、観光消費額

を旅行前、旅行中、旅行後について全体で 67
商品に分類している。 
 
 

 まず、埼玉県内での観光消費額を国と同様に

67 商品に分類する。分類に当たっては以下の調

整を行った。 
① 交通費はこれまでの財団の推計により、鉄

道、バス、ガソリン、駐車場にそれぞれの

割合で割り振る。 
② 現地小遣いは、埼玉県では一部対象がない

ものを以下のように変更して、観光庁の比

率で按分する。変更項目：水産物を農産物

へ、水産加工品を農産加工品へ、スキー場

をゴルフ、テニスへ統合など。 
③ 宿泊費はそのまま入力する。 
④ 旅行の前後消費は県内客のみを対象（県外

客は居住地である県外で消費するため）と

し、全国の前中後消費の割合から算出する。 
 以上により算出したのが次頁の表 4 である。

なお、県内日帰りと県外日帰りについては、表

3 と表 4 の合計金額が異なっている。これは、

表 4については旅行前後の消費を加算している

ためである。なお、旅行前後の消費については、

それぞれ品目ごとの県内での自給率を乗じて

おり、県内での生産分として算出している。 

（２）観光消費分析用産業連関表への接続 

まず、以上で算出した埼玉県内での観光のた

めに購入する 67 品目の財・サービスを、財団

との共同作業で作成した観光消費分析用産業

連関表（埼玉県版）の 59 産業分類に対応させ

る。 
次に、こうした観光関連消費支出はいずれも

消費者価格によるものであるが、一方、産業連

関表は生産者価格評価なので、各産業の商業、

運輸マージン率を用いて、それぞれの商業、運

輸マージンの控除を行い、生産者価格評価の消

費金額を算出する。 
さらに控除した各産業の商業、運輸マージン

分を合計し、商業、運輸業に対する消費需要と

する。 
算出した結果は次頁の表 5 の一列目「直接効

果」に示す。これをもって経済波及効果を誘発

する起点とする。 
 
 



5 

  



6 

（３）経済波及効果の算出 
推計した観光消費によって発生する直接効

果をレオンチェフ競争輸・移入型逆行列に掛け、

次式に基づき「一次波及効果」を算出する。 

  
X：県内生産額 
A：投入係数  
：輸・移入係数（輸・移入額/県内総需要）を対角

要素とした行列 
ΔF：観光消費によって発生する直接効果 
I：単位行列 

また、生産誘発効果に伴う所得の増加が家計

消費を誘発し、さらに生産誘発額をもたらすと

いう、通常の「二次波及効果」も算出した。 
ただし、通常では「二次波及効果」の算出に

使用する「消費転換率（または消費係数）」は、

家計調査による「勤労者平均消費性向」が利用

されることが一般的である。しかし、産業連関

表における「雇用者所得」は、家計調査の「勤

労者世帯」の概念と異なるし、また、産業連関

表の「民間消費支出」には帰属概念が含まれて

いるため、家計調査における消費の定義と一致

しないことを考慮して、当モデルでは、消費係

数を次のように定義する。 

 
消費係数の定義変更に伴って、生産誘発効果

に伴う所得の誘発を算出するための所得係数

も次のように定義する。 

  
 
以上の推計結果を次頁の表 5 に示す。平成 21

年中に埼玉県内での観光に係る消費によって

発生する埼玉県内の「直接効果」は 1,645 億円、

直接効果によって各産業にもたらされる生産

誘発額「一次波及効果」は 481 億円、直接効果

および一次波及効果により生じた所得等の増

加分が、新たな消費を生み出すことにより、各

産業にもたらされる生産誘発額「二次波及効

果」は 494 億円、これらを合計した「経済効果

合計」は 2,621 億円と推計される。 
部門別に見ていくと、直接効果が大きいのは

「飲食店」、「宿泊業」、「鉄道旅客輸送」、「卸売」、

「小売」、「娯楽サービス」業である。これらの

部門は観光業と関わりが深いので効果が大き

いのは想像に難くない。一次波及効果では「そ

の他対事業所サービス」、「金融・保険」、「電力・

ガス・熱供給」、「その他運輸」業が大きい。さ

らに二次波及効果では「住宅賃貸料（帰属家

賃）」がかなり大きく、「小売」、「金融・保険」

が次に続いている。一見観光業とは関係のない

部門までに裾広く波及効果が起こっている様

子がわかる。直接効果と間接効果を合わせた、

観光消費によって発生する総合経済効果とし

て、「飲食店」、「宿泊業」、「小売」、「住宅賃貸

料(帰属家賃)」、「鉄道旅客輸送」、「卸売」、「娯

楽サービス」、「めん・パン・菓子類」、「対個人

サービス」業で高くなっている。 
なお、各部門への二次波及効果の大きさは、通

常一次波及効果を誘発する起点となる需要の

種類とほとんど関係なく、むしろ民間消費支出

の構成比に大きく依存する。これは、二次波及

効果の算出において、生産への波及効果によっ

てもたらされる所得の増加を経由して、新たに

誘発される消費の増加分を各部門に振り分け

する際に、民間消費支出構成比を利用している

ためである。 
二次波及効果で一見観光と関係のない「住宅

賃料（帰属家賃）」や「金融・保険」などが大

きくなるのはこのためである。 
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 今回作成した観光関連の経済効果算出モデ

ルを実際に利用するのは、イベントなど何ら

かの集客による観光関連の一次的な需要によ

るものも多い。このような場合に、二次波及

効果の算出に当たっては、帰属家賃などの部

分について消費の内訳から削除することも考

えられる。 
 しかしながら、今回では、国土交通省観光

庁の推計との比較性を重視してモデルを作成

したこともあり、民間消費支出構成比をその

まま利用している。さまざまな算出対象を吟

味し、ケースによって異なる算出方法を考案

することなどについては今後の課題としたい。 


